
 

 

 

説明事項１ 

介護サービス事業者等への指導・監督について 

1 はじめに                                 

  介護保険サービス事業は、各事業所の責任において人員基準・設備基準・運営基

準に適合しているか自主点検を日々行い、更に利用者サービスの向上を目指して充

実していただくものです。事業運営の向上に努めなければならないことに留意し、

事業の目的を達成するために必要な最低限度の基準の適合に満足することなく、自

ら事業運営の改善をはかっていただくようお願いします。 

（１）職員研修 

従業員の資質向上のために、研修の機会を確保してください。特に、身体拘束防

止、虐待防止、法令遵守に関する研修は、毎年、実施してください。 

なお、令和５年度より愛知県地域医療介護総合確保基金事業（介護従事者確保分）

のうち、「介護人材資質向上事業」を活用した安城市介護人材資質向上事業補助金を

創設しましたのでご活用ください。 

（２）業務管理体制の整備 

介護サービス事業者は法令遵守等の業務管理体制を整備し、国、県又は市に届出

を行うことが義務付けられています。安城市に業務管理体制の届出が必要な事業者

は、地域密着型サービスのみを行う事業者（総合事業は対象外）で、事業所が安城

市内のみに所在する事業者です。既に届出を済ませている事業者で、法令遵守責任

者の変更など届出内容に変更があった場合は遅延なく届出してください。 

なお、令和５年３月２８日（火）午後１時より「業務管理体制の整備に関する届

出システム」が構築され、電子申請等による届出が可能となりました。 

（３）「介護サービス情報公表システム」での公表 

介護サービス事業者は、介護サービス情報を愛知県に報告することが義務付けら

れています。愛知県公式ウェブサイトを参考に、情報公表制度の対象事業者は手続

きをし、「介護サービス情報公表システム」により公開してください。 

  対象事業所 

ア 年間１００万円を超える介護報酬の支払いを受けている事業所 

   イ 新規指定事業所（基本情報のみ） 

（４）愛知県介護保険指定事業者講習会 

愛知県が行う「介護保険指定事業者講習会」の資料も参考にしてください。 

（愛知県高齢福祉課介護保険指定・指導グループのウェブサイト参照） 

  

２ 指導の種類                               

 市が行う指導には、集団指導、運営指導（令和４年３月３１日付け介護保険最新情

報 vol.1061において「実地指導」から「運営指導」に名称が変更されました。）及び

監査があります。 



 

 

 

（１）集団指導 

各事業所に対し情報提供等を個別に行うのではなく、全体に対して行うものです。

安城市では事業者連絡調整会議が集団指導の位置づけです。集団指導では、指定事

務の制度説明、改正された場合の介護保険法の趣旨・目的の周知及び理解の促進、

介護報酬請求に係る過誤・不正請求の観点から介護保険事業の適正化を図るため実

施します。市が所管する事業所については、集団指導に欠席した事業所は指導強化

対象事業所としています。 

（２）運営指導 

  運営指導には、市が事業所に伺うものと、愛知県と合同で伺うものがあります。

運営指導は対象となったサービスの指定権者が行うため、県が指定権者のサービス

に指導を行う際は、県職員も伺います。 

指導対象サービスの指定権者 事業所に伺う職員 

県 県職員＋市職員 

（指導は県職員が行います。） 

県・市 両方 県職員＋市職員 

（両者から指導を行います。） 

市 市職員のみ 

県との合同指導に際しては、県から事前調査（自己点検シート）書類及び改善指

示事項に対する改善状況報告について提出を指示されますが、愛知県への提出に加

え安城市にも同書類を提出してください。 

市のみで実施する指導については、「３ 運営指導について」にて説明します。 

（３）監査 

人員、設備及び運営基準等が指定基準違反であると認められる場合、又はその疑

いがあると認められる場合に行います。 

 

３ 運営指導について                            

  本市では、原則として３年に一度は運営指導を行っています。運営指導では、サ

ービスの質の確保・向上を図ることを主眼として、サービス事業者が法令・通達な

どに基づき適正な事業運営を実施しているか調査し、また必要な指導を行うことを

いいます。 

（１）事前提出書類 

市の運営指導に際し、勤務形態一覧表、運営規程等の書類に加え自己点検シート

を事前に提出していただきます。実施通知に事前提出書類について記載してありま

す。 

（２）改善指示事項 

運営指導での改善指示事項は、文書で通知する内容は勿論、口頭指導内容も漏ら

さず改善をはかっていただくようお願いします。 

（３）総合事業の運営指導 



 

 

 

総合事業の運営指導については、「介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有

効な実地を図るための指針」に基づき実施します。県との合同指導時に同時実施ま

たは、市単独実施にて行います。 

（４）留意事項 

一度指摘した改善指示事項（文書・口頭とも）について、改善されていない場合

は悪質性が疑われると判断することがあります。悪質性、反復継続性等は処分の判

断材料のひとつです。 

あらかじめ通知したのでは当該事業所の日常におけるサービスの提供状況を確

認することができないと認められる場合は、当日通知でもって運営指導を行う場合

があります。 

（５）指導の実施状況（令和４年度分） 

  ２６事業者３８事業所５７サービス 

   うち改善報告を求めた事業所数 ３７事業所 

 

４ 地域密着型サービスの利用について                      

平成１８年に創設された地域密着型サービスは、高齢者の住み慣れた地域での生

活を支えることを目的としています。そのため、本市の地域密着型サービスは、原

則、安城市に住民票のある人のみが利用できます。以下に該当する場合は、本市の

地域密着型サービスは利用することができませんのでご留意ください。 

（１）安城市に住民票がない場合。（実際に住んでいるのが安城市であったとしても、

住民票を市外に置いたままの場合は利用不可。） 

（２）これまで他市町村に住民票を置いていた人が、安城市の地域密着型特定施設や

グループホームに直接入居する場合。 

なお、市町村によって地域密着型サービスの取扱いが異なる場合もございます

ので、詳細は担当市町村の介護保険部局へご確認ください。 

  

５ 【地域密着・居宅・総合事業】変更届・加算届について               

（１）変更届について    

① 変更届出書は変更後１０日以内に届け出ることとする。   

② 総合事業のサービス事業所においても、忘れずに届け出ること。 

 

 

総合事業の各種加算届・変更届は、市への提出が必要です。 

訪問介護・通所介護を西三河福祉相談センターへ届け出て、総合事業もあれば市へも

忘れずに届け出てください。他市の総合事業の指定を受けている場合は、他市への届け出

も忘れずに行ってください。 

 

③ ただし、運営規程の変更のうち従業員の変更（職員の採用、退職の異動）は頻繁

忘れていませんか？ 



 

 

 

にあることも考えられるため、次のことを条件に、特例扱い※をすることとする。 

（愛知県における「従業員の変更に係る届け出の特例」同様の規定とします。）  

※その都度の届出はなく、毎年６月１日時点の内容を同月末までに届け出ること。 

◎人員基準の適合していることを事業所が自主点検すること   

◎運営規程、重要事項説明書等の書類を事業所で適切に整備すること  

◎介護報酬の加算の体制に影響のないこと 

◎次の職種でないこと   

 ア 管理者（全サービス）   

イ サービス提供責任者（介護予防訪問サービス・生活支援訪問サービス） 

 ウ 介護支援専門員（全サービス）   

 エ 計画作成担当者  

（２）加算届について   

サービスの種類 算定の開始時期 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

（介護予防）認知症対応型通所介護 

（介護予防）小規模多機能型居宅介護 

看護小規模多機能型居宅介護 

地域密着型通所介護 

居宅介護支援 

介護予防支援 

介護予防訪問サービス 

介護予防通所サービス 

毎月 15 日以前に届出 → 翌月から 

   16 日以降に届出 → 翌々月から 

（介護予防）認知症対応型共同生活介護 

地域密着型特定施設入居者生活介護 

地域密着型特別養護老人ホーム 

届出を受理した日が属する月の翌月 

（届出を受理した日が月の初日である場

合は当該月） 

 

（３）届出書の様式について   

    ホーム＞暮らす＞福祉・介護・医療＞事業者向け情報＞変更及び加算の届出

について（８ページ参照） 

 

６ 【居宅】特定事業所集中減算について                       

（１） 判定期間及び減算適用期間   

 

※届出期日が閉庁日の場合、直前の開庁日が届出期日となります。 

（２）手続きについて   

減算適用期間判定期間

前年度３月１日から当年度８月末日

当年度９月１日から当年度２月末日

９月15日まで

３月15日まで

当年度10月１日から３月31日

次年度４月１日から９月30日

届出期日

前期

後期



 

 

 

・８０％を超えたサービスが一つでもあった場合、正当な理由の有無に関係なく届

出書の提出が必要です。   

・なお、８０％を超えるサービスがなかった場合も、「特定事業所集中減算届出書」

及び各サービスの「計算書」は事業所で５年間保管してください。   

 

（３）届出書の様式について 

ホーム＞暮らす＞福祉・介護・医療＞事業者向け情報＞特定事業所集中減算の届

出について（８ページ参照） 

 

７ 市公式ウェブサイトの確認について                     

市公式ウェブサイトの高齢福祉課のページでは、「事業者向け情報」を掲載してお

ります（例：介護保険最新情報、国・県からのお知らせ、介護報酬改定について、介

護保険事業所の各種手続について等）。 

重要な情報を掲載しておりますので、普段からこまめにご確認いただきますよう、

お願いします。 

高齢福祉課のお知らせ ＨＰのご案内 

 

  

①「総合メニューから探

す」クリック 

 

②車いすのアイコンを

クリック 

 



 

 

 

      

 

 

 

 

③「福祉・介護・医療」

クリック 

 

④「高齢者の福祉」

クリック 

 

⑤「事業者向け情報」

クリック 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

重要な事項については太枠で囲ってありますので、随時ご確認ください。 



 

 

 

 

 

処遇改善加算等、各

種届出の様式はこちら

からダウンロードしてく

ださい。 

 



説明事項２

分類 指示事項 詳細 根拠

サービスの提供の開始に際し、利用申込者又はその家族に対し、
重要事項説明書等を交付して説明を行い、サービスの提供を受け
ることにつき利用申込者の同意を得たことが書面によって確認で
きるように整備すること。

重要事項説明書等に利用者等の署名のないものが散見された。必
ずサービス利用開始前に利用者等の署名を得ること。

従業員の資格証を確認するうえで、姓が変わった者については、
戸籍抄本等により確認が取れるよう整備すること。

旧姓が記載された資格証については、姓が変わったことが分かる
ように整備すること。

複数の職種を兼務している職員について辞令等により兼務関係を
明確にすること。

兼務関係が明確になっていないことがあった。兼務関係を明確に
すること。

運営規程と重要事項説明書について、整合性を図り正しい表記を
すること（利用料等）。

運営規程と重要事項説明書で違うことが書いてあった。正しい内
容に直すこと。

ヒヤリハットの記録について、収集に努めること。
ヒヤリハットの記録が極端に少ないことがあった。発生した場合
は、適宜記録に残すこと。

居宅介護支援

指定居宅介護支援事業者は、サービス担当者会議等において、利
用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の
個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書によ
り得ておかなければならない。
なお、代筆が必要な方がいる場合を想定して、代筆者が署名する
欄を設けること。

本人の署名が難しい場合でも、代筆者名などの記載がないものが
見受けられた。代筆の場合は、代筆者の名前や続柄などを記入し
ていただくこと。

※４　第２３条第３項

介護予防（生活支援）通所サービス個別計画・地域密着型通所介
護計画の作成者は管理者であることに留意すること。

※１・２　第４１条第２号
※３　第２７条第１項

管理者は、計画の内容について利用者またはその家族に対して説
明し、利用者の同意を得ること。

※１・２　第４１条第４号
※３　第２７条第３項

介護予防通所
サービス、生活
支援通所サービ

ス

管理者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービ
スの提供に係る介護予防サービス・支援計画を作成した地域包括
支援センターに報告すること。また、報告日を記録しておくこ
と。

※１・２　第４１条第１０号

入居申込者の入居に際しては、利用開始前に主治の医師の診断書
等により当該入居申込者が認知症である者であることの確認をす
ること。

認知症である旨を確認したことがわかる書類がすぐに確認できる
ようにしておくこと。

※３　第９４条第２項
※５　第７４条第２項

日中は利用者３人に対して、常勤換算で１名の介護従業者を配置
すること。

※３　第９０条第１項
※５　第７０条第１項

介護予防支援
指定介護予防サービス事業者等に対して、介護予防サービス計画
に基づき、サービスの提供状況や利用者の状態等に関する報告を
少なくとも１月に１回、聴取すること。

指定福祉用具貸与事業所を含む、サービス事業者に対して聴取を
行うこと。ただし、聴取の方法については任意の方法でかまわな
い。

※６　第３０条第１３項

※１　安城市指定介護予防通所サービス事業の人員、設備、運営及び取扱方針に関する基準要綱

※２　安城市指定生活支援通所サービス事業の人員、設備、運営及び取扱方針に関する基準要綱

※３　指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準

※４　指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準

※５　指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

※６　指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

【管理者が行うべき理由】
　利用者のことを一番把握している職員（生活相談員等）や、ケ
アマネ資格のある者などが取りまとめ、プランを考えることが望
ましいが、管理・作成は最終的に管理者が行うべきである。その
ため、計画作成者は、管理者の名前でなければならない。
　また、利用者への説明や包括等への報告についても、必ず管理
者が同席するのは難しいと思うが、管理者は必ず説明等が行われ
たことを把握しておかねばならず、生活相談員等に任せっぱなし
ではいけないため。管理者以外が説明等を行った場合は、管理者
がその旨を確認したことを、計画や介護記録等に記載するなど、
わかるようにしておくこと。

共通

（介護予防）認
知症対応型
共同生活介護

地域密着型通所
介護、介護予防
通所サービス、
生活支援通所
サービス

運営指導における主な指摘事項



説明事項３ 
 

事故等が発生した場合の報告について 

１ 事故報告及び感染症等に係る報告について                 

令和５年５月８日付け「介護保険サービス事業における事故発生時の連絡の

取扱いについて」において通知しておりますように、サービスの提供による利用

者のケガ又は死亡事故等が発生した場合は速やかに市へ電話又はＦＡＸ（様式

不問）にて連絡し、報告書を提出していただく必要があります。 

 食中毒及び感染症（新型コロナウイルス感染症を含む）の発生に係る報告に

つきましては、当該通知文より報告対象施設や報告が必要となる場合等の取扱

いを変更しておりますのでご留意ください。 

 詳細につきましては、別添１～３をご確認ください。 

 

 なお、本通知及び報告書はウェブサイトに掲載しております。 

 

【ウェブサイト掲載場所】 

総合トップ＞総合メニューから探す＞健康・福祉・介護・医療＞福祉・介

護・医療＞高齢者の福祉＞事業者向け情報＞事故報告及び感染症等に係る報告

について 

 

２ 令和４年度に発生した主な事故報告事例について                   

令和４年度中に発生した事故内容は以下のとおりです。 

事故内容 件数（件） 割合（％） 事故内容 件数（件） 割合（％） 

骨折 71 52.6 ノロウイルス 0 0 

死亡 1 0.7 誤嚥 5 3.7 

疥癬 2 1.5 打撲 28 20.7 

裂傷 16 11.9 熱傷 0 0 

インフルエンザ 0 0 その他 12 8.9 

食中毒 0 0 合計 135 100 

※割合については、事故内容毎に小数点第２位を四捨五入しているため合計と一致しない。 

また、 

・ご利用者が一人でトイレに行こうとするとき 

・シルバーカーや歩行器を使用しながら一人で歩行するとき 

・車椅子へ移乗するとき（ストッパーの掛け忘れ等） 

 

に事故が多くみられますので、上記の場面ではより一層の注意を払っていた

だきますようよろしくお願いいたします。 



その他事項 

１ 高齢者虐待防止について                         
＊法：高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 

１ 早期発見・通報  

（１）高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合（法第７条） 

  ア 生命または身体に重大な危機が生じている場合 

⇒速やかに市町村へ通報しなければならない。 

  イ それ以外の場合 

   ⇒速やかに市町村へ通報するよう努めなければならない。 

『虐待かどうかの判断』は必要ありません。虐待を受けたと思われる高齢者

を発見した場合は、高齢者の居住地の地域包括支援センターまたは市高齢福祉

課地域支援係に相談・通報をしてください。 

（２）養介護施設従事者等による虐待が疑われる場合（法第２１条） 

 養介護施設従事者等による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見

した場合 

 ⇒速やかに市町村へ通報しなければならない。 

『事業所による事実確認』を行うのに先立ち、市高齢福祉課地域支援係へ速

やかに連絡してください。市高齢福祉課が介護保険法に基づく「監査（立入検

査等）」、「実地指導」、法に基づく養介護施設・事業所の協力による調査等を行

います。 

２ 高齢者虐待防止のために 

（１）養護者による高齢者虐待の防止に向けて 

養護者による高齢者虐待の事例の多くは、虐待を行っている養護者も何ら

かの支援を必要としています。発生要因として、「虐待者の介護疲れ・介護

ストレス」、「虐待者の障害・疾病」、「経済的困窮」が多く挙げられます。高

齢者虐待を未然に防ぐため、養護者支援という視点を持ったケアマネジメン

トやサービス提供をお願いします。 

（２）養介護施設従事者等による高齢者虐待防止に向けて 

  発生要因として「教育、知識、介護技術等に関する問題」や「職員のスト

レスや感情コントロールの問題」が多く報告されています。これらを踏まえ、

高齢者虐待を未然に防止するため、次の点に重点的に取り組んでいただきま

すようお願いします。 

  ① 養介護施設等が自ら企画した研修を定期的に実施すること。 

  ② 苦情処理体制が施設長等の責任の下、運用されていること。 

  ③ メンタルヘルスに配慮した職員面談等を組織的に実施すること。 

  ④ 業務管理体制を常に自主的に点検し、必要に応じ、体制の見直しや運用

の改善に努めること。 



 

２ 介護サービス相談員の訪問活動再開について                  

 本市では、令和５年５月８日より新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位

置づけが５類に移行したことにより、介護サービス相談員の訪問活動を同年８

月頃より徐々に通常の活動に戻していくことを考えております。それに伴い、６

月には訪問受入れ可否の調査を行いました。 

 訪問可と回答をしてくださった事業所様には、訪問の日時等について事前に

通知をお送りしますので、ご対応の程よろしくお願いいたします。 

 今回の調査で訪問不可とご回答いただいた事業所様におかれましては、事業

所の方針等が変わり、受入れ可能となりましたら、担当者までご連絡をいただき

ますと幸いです。 

 

また、活動につきましては、下記にＵＲＬを添付しておりますので、ご参照く

ださい。 

 

①「介護サービス相談員派遣等事業の実施について」の一部改正について 

（令和２年５月２９日付け老高０５２９第１号 厚生労働省老健局） 

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000872734.pdf 

                 

 

②介護サービス相談・地域づくり連絡会ホームページ 

https://kaigosodan.com 

 

 

③介護サービス相談員とは？ 

（介護サービス相談・地域づくり連絡会ホームページ内より抜粋） 

https://kaigosodan.com/counselor.html 

 

https://kaigosodan.com/


 

３ 福祉用具の利用に関わる事故及ヒヤリハットの情報提供協力依頼について                 

 令和５年６月１２日付け事務連絡「「事故及びヒヤリハット情報」の収集に対

するご協力のお願い」にありますとおり、情報提供へのご協力をお願いいたしま

す。情報提供依頼期間は、令和５年６月１５日（木）から令和６年３月１日（金）

です。 

 詳細につきましては、別添４及び別添５をご確認ください。 

 

なお、本依頼について、ウェブサイトにも掲載しております。 

 

【ウェブサイト掲載場所】 

 総合トップ＞総合メニューから探す＞健康・福祉・介護・医療＞福祉・介護・

医療＞高齢者の福祉＞事業者向け情報＞国・県等からのお知らせ＞「福祉用具の

利用に関わる事故及びヒヤリハット」の情報提供にご協力ください 

 

４ 令和５年度地域別最低賃金額改定の目安について                  

第６７回中央最低賃金審議会において、今年度の地域別最低賃金額改定の目

安について答申が取りまとめられました。１０月より改定予定のため、適切に対

応をお願いいたします。 

詳細につきましては、別添６及び下記に記載のＵＲＬをご参照ください。 

 

【ＵＲＬ】https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34458.html 

 

 

 



令和５年５月８日 

介護サービス事業者  

介護保険施設  各 位 

                                                

安城市長 三  星 元  人     

（公 印 省  略）     

 

介護保険サービス事業における事故発生時の連絡の取扱いに  

ついて（通知） 

  このことについて、令和４年１月５日付け「介護保険サービス事業にお

ける事故発生時の連絡の取扱いについて」（以下、「旧通知」という。）に

おいて、サービスの提供によって事故が発生した場合の取扱いをお示しし

ておりましたが、本通知以降の取扱いを下記のとおりとしますのでよろし

くお願いします。  

 なお、旧通知及び令和４年１０月５日付け「高齢者施設等における新型

コロナウイルス感染者発生時の報告様式の変更について（依頼）」につい

ては、廃止することとします。 

記 

１ 対   象 

（１）安城市の被保険者が受けた介護保険指定事業者 (以下、｢事業者｣と

いう。)が行う介護保険適用サービス  

（２）安城市内に所在する事業者が行う介護保険適用サービス  

２ 連絡を要する事故等  

連絡事項区分  説                    明  

ア 

サ ー ビ ス の

提 供 に よ る

利 用 者 の ケ

ガ 又 は 死 亡

事故の発生  

◇ 報告が必要な場合  

医師の診断を受け投薬、処置等何らかの治療が必

要となった事故及び死亡事故。 

※ 擦過傷や打撲など比較的軽易なケガは除く。  

※ 勤務医等がいる場合は、「勤務医等がいない場

合に外部受診させる程度か否か」で判断する。 

◇ ケガの程度にかかわらず、連絡する必要のある場

合 

・ ケガにより利用者とトラブルが発生することが

予測される場合  

【別添１】 



 

 

 

・ 利用者に見舞金や賠償金を支払った場合  

・ 利用者が病気等により死亡した場合であって

も、後日トラブルが生じる可能性がある場合  

◇ 「サービスの提供」には、送迎及び通院中も含む。 

イ 

食 中 毒 及 び

感 染 症 の 発

生 

◇ 死亡又は重篤患者が１週間内に２名以上発生し

た場合。  

◇ １０名以上または全利用者の半数以上の感染が

発生した場合。  

（発生時のみ。その後の経過を報告する必要はあり

ません。）  

※報告対象施設は、「社会福祉施設等における感染

症等発生時に係る報告について」（平成１７年２月２

２日付け厚生労働省通知）別紙に記載された施設の

みとします。 

ウ 

職 員 ( 従 業

者 )の法令違

反・不祥事件

等の発生  

◇ 利用者の処遇に影響がある場合。  

（例：利用者からの預り金の横領、虐待及び不適切

な行為など） 

エ 

そ の 他 連 絡

が 必 要 と 認

め ら れ る 事

故の発生  

◇ 利用者等の保有する財産を滅失させたなど。 

３ 報告時使用様式  

 ２の連絡事項区分に応じて、各様式にてご報告ください。なお、（２）

については、必要事項が記載されていると判断されれば、任意様式でも構

いません。 

（１）２ア、ウ、エ  

  別紙様式「事故報告書」を標準とします。 

（２）２イ 

  別紙様式「感染症の発生に関する報告書」を標準とします。 

４ 連絡手段 

 ２イの場合は、速やかに報告書をご提出ください。２ア、ウ、エについ  

ては、以下の手順でご対応ください。  

（１）第１報 

事故等が発生した場合は、速やかに市へ別紙様式「事故報告書」内１

～６の内容についてご連絡ください。連絡方法は任意（電話、ＦＡＸ等）

とします。なお、事故発生から遅くとも５日以内にお願いします。  



 

 

 

（２）経過連絡  

その後の経過についても、順次市へご報告ください。 

例）利用者とのトラブルの発生、意識の回復等  

（３）報告書の作成  

事故処理の区切りがついたところで、別紙様式内の項目を全て記入し、

ご提出ください。  

 

 

担 当  高齢福祉課介護保険係   

電 話 ０５６６-７１-２２９０  

ＦＡＸ  ０５６６-７４-６７８９  



　事故報告書　（事業者→安城市）
【別添２】

※第１報は、少なくとも1から6までについては可能な限り記載し、事故発生後速やかに、遅くとも５日以内を目安に提出すること

※選択肢については該当する項目をチェックし、該当する項目が複数ある場合は全て選択すること

☐ 第1報 ☐  第 報 ☐ 最終報告 提出日：西暦　　年　　月　　日

事故状況の程度 ☐ ☐ 入院 ☐ 死亡 ☐ その他（ ）

死亡に至った場合

死亡年月日
西暦 年 月 日

法人名

事業所（施設）名 事業所番号

サービス種別

氏名・年齢・性別 氏名 年齢 性別： ☐ 男性 ☐ 女性

サービス提供開始日 西暦 年 月 日 保険者

住所 ☐ 事業所所在地と同じ ☐ その他（

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 自立

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Ⅰ Ⅱa Ⅱb Ⅲa Ⅲb Ⅳ M

発生日時 西暦 年 月 日 時 分頃（24時間表記）

☐ 居室（個室） ☐ 居室（多床室） ☐ トイレ ☐ 廊下

☐ 食堂等共用部 ☐ 浴室・脱衣室 ☐ 機能訓練室 ☐ 施設敷地内の建物外

☐ 敷地外 ☐

☐ 転倒 ☐ 異食 ☐ 不明

☐ 転落 ☐ 誤薬、与薬もれ等 ☐ その他（ ）

☐ 誤嚥・窒息 ☐ 医療処置関連（チューブ抜去等）

前 後　

発生時状況、事故内容の

詳細
まえ うしろ

その他

特記すべき事項

発生時の対応

受診方法 ☐ 施設内の医師 (配置医含む)が対応 ☐
受診

(外来･往診)
☐ 救急搬送 ☐ その他（ ）

受診先

診断名

☐ 切傷・擦過傷 ☐ 打撲・捻挫・脱臼 ☐ 骨折(部位：　　　　　　　　　　　　　　　　　)

☐ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

検査、処置等の概要

1事故

状況

2

事

業

所

の

概

要
所在地

受診(外来･往診)、自施設で応急処置

その他(右欄に記入してください）

3

対

象

者

）

身体状況

要介護度

認知症高齢者

日常生活自立度

4

事

故

の

概

要

発生場所

事故の種別

その他（　　　　　　　　　　　　　　）

連絡先（電話番号）

5

事

故

発

生

時

の

対

応

医療機関名

診断内容
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利用者の状況

☐ 配偶者 ☐ 子、子の配偶者 ☐ その他（ ）

西暦 年 月 日

☐ 他の自治体 ☐ 警察 ☐ その他

自治体名（ ） 警察署名（ ） 名称（ ）

本人、家族、関係先等

への追加対応予定

6

事

故

発

生

後

の

状

況

家族等への報告

家族とのトラブル

□  有　　　□  無

9 その他

特記すべき事項

報告した家族等の

続柄

連絡した関係機関

(連絡した場合のみ)

7 事故の原因分析

（本人要因、職員要因、環境要因の分析）

（できるだけ具体的に記載すること）

8 再発防止策

（手順変更、環境変更、その他の対応、

再発防止策の評価時期および結果等）

（できるだけ具体的に記載すること）

報告年月日

新設
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 感染症の発生に関する報告書                        

報告日：    年  月  日 

〇基本情報 

法人名  

事業所名  

事業所所在地  

サービス種別  

定員  

感染症（種類）  

報告理由 １０人以上の感染 ・ 全利用者の半数以上の感染 

 

〇感染者の状況 

発生日（最初に発生した日）  

感染者数 利用者 人 職員 人 

症状の有無 
※感染者である利用者、職員の症状の

有無を記載してください。 

症状あり 人 症状あり 人 

症状なし 人 症状なし 人 

主な症状  

特記事項 
※利用者が入院した場合など、特別

な事情があれば記載してください。 

 

 

〇関係機関への報告 

愛知県、保健所への報告 愛知県： 未 ・ 済 保健所： 未 ・ 済 

 

〇対応状況 

 

協力医療機関名※  

※「協力医療機関名」欄は、通所介護事業所等で協力医療機関がない場合は記載の必要はありません。 

連絡先 担当者氏名：          電話番号：  

【別添３】 



 

感染症の発生に関する報告書                        

報告日：２０２３年〇月〇〇日 

〇基本情報 

法人名 社会福祉法人〇〇〇〇 

事業所名 特別養護老人ホーム〇〇〇○ 

事業所所在地 ○○市○○町○○○ 

サービス種別 特別養護老人ホーム 

定員 １００人 

感染症（種類） 新型コロナウイルス 

報告理由 １０人以上の感染 ・ 全利用者の半数以上の感染 

 

〇感染者の状況 

発生日（最初に発生した日） ２０２３年〇月〇〇日 

感染者数 利用者 １０人 職員 ２人 

症状の有無 
※感染者である利用者、職員の症状の

有無を記載してください。 

症状あり ８人 症状あり ２人 

症状なし ２人 症状なし ０人 

主な症状 発熱、咳、倦怠感 

特記事項 
※利用者が入院した場合など、特別

な事情があれば記載してください。 

利用者のうち２名が〇〇〇病院に入院 

 

〇関係機関への報告 

愛知県、保健所への報告 愛知県： 未 ・ 済 保健所： 未 ・ 済 

 

〇対応状況 

ゾーニングを行った上で、陽性者は施設内個室に隔離 

保健所に相談し、〇月〇日に全利用者・職員に対するＰＣＲ検査を実施 

協力医療機関の指示により症状が重い利用者２名を入院措置 

協力医療機関名※ 医療法人〇〇会〇〇〇病院 

※「協力医療機関名」欄は、通所介護事業所等で協力医療機関がない場合は記載の必要はありません。 

連絡先 担当者氏名：○○ ○○          電話番号：○○○－○○○－○○○○ 

 

記載例 



別添４

Administrator
ハイライト表示





別添５
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【照会先】
 労働基準局賃⾦課
  課⻑   岡 英範 
  課⻑補佐 ⻘野 恵⾥⼦
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令和５年度地域別最低賃⾦額改定の⽬安に
ついて

〜 ⽬安はＡランク41円、Ｂランク40円、Ｃランク39円〜

 本⽇開催された第67回中央最低賃⾦審議会（会⻑︓藤村博之 独⽴⾏政法⼈労働政策研究・研修機構理事
⻑）で、今年度の地域別最低賃⾦額改定の⽬安について答申が取りまとめられましたので、公表いたします。

【答申のポイント】
（ランク ごとの⽬安）
各都道府県の引上げ額の⽬安については、Ａランク41円、Ｂランク40円、Ｃランク39円。
注．都道府県の経済実態に応じ、全都道府県をＡＢＣの３ランクに分けて、引上げ額の⽬安を提⽰している。
現在、Ａランクで６都府県、Ｂランクで28道府県、Ｃランクで13県となっている。（参考参照） 
 

 （参考）各都道府県に適⽤される⽬安のランク

ランク 都道府県

Ａ 埼⽟、千葉、東京、神奈川、愛知、⼤阪

Ｂ
北海道、宮城、福島、茨城、栃⽊、群⾺、新潟、富⼭、⽯川、福井、⼭梨、⻑野、岐⾩、静岡、
三重、滋賀、京都、兵庫、奈良、和歌⼭、島根、岡⼭、広島、⼭⼝、徳島、⾹川、愛媛、福岡

Ｃ ⻘森、岩⼿、秋⽥、⼭形、⿃取、⾼知、佐賀、⻑崎、熊本、⼤分、宮崎、⿅児島、沖縄

 この答申は、今年の６⽉30⽇に開催された第66回中央最低賃⾦審議会で、厚⽣労働⼤⾂から今年度の⽬安
についての諮問を受け、同⽇に「中央最低賃⾦審議会⽬安に関する⼩委員会」を設置し、５回にわたる審議を
重ねて取りまとめた「⽬安に関する公益委員⾒解」等を、地⽅最低賃⾦審議会にお⽰しするものです。

注

別添６
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 今後は、各地⽅最低賃⾦審議会で、この答申を参考にしつつ、地域における賃⾦実態調査や参考⼈の意⾒等
も踏まえた調査審議の上、答申を⾏い、各都道府県労働局⻑が地域別最低賃⾦額を決定することとなります。
 
 仮に⽬安どおりに各都道府県で引上げが⾏われた場合の全国加重平均は1,002円となります。この場合、全
国加重平均の上昇額は41円（昨年度は31円）となり、昭和53年度に⽬安制度が始まって以降で最⾼額となり
ます。また、引上げ率に換算すると4.3％（昨年度は3.3％）となります。
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